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 研究要旨 

目的 NDBと介護 DB をデータ源とし、提供先番号と ID4の突合の状況を評価し、今

後の認知症患者の介護費用推計のための基礎資料を作成すること。 

方法 NDBと介護 DB の第三者提供データを用いて、介護 DB受給者台帳情報に含ま

れる提供先番号と ID4 の突合状況の評価、及び NDB内の ID4と介護 DB内の ID4の連

結状況の評価を実施した。

結果 介護 DBの受給者台帳情報内において、提供先番号 7,720,847件のうち約

77％が ID4と突合可能であった。さらに 2021 年 3月の単月のレコードにおいて、提

供先番号と突合可能な ID4のうち NDB医科レセプトと連結するのが約 62％、DCPレセ

プトと連結するのは約 3％、調剤レセプトと連結するは約 37％であった。また 2020

年度における通年のレコードでは、NDB医科レセプトとの連結は約 78％、DCPレセプ

トとの連結は約 18％、調剤レセプトとの連結は約 57％であった。

結論 ID4による NDB と介護 DBの連結が一定程度は可能であることが示唆された。

ただし今回の検証では ID4における複数紐付けや連結途切れなどの潜在的な問題に関

する検証が行えていない。そのため NDB・介護 DB連結データの活用のためには、さ

らに詳細な検証が必要である。 

Ａ．研究目的 

 2023 年 8月、厚生労働省はアルツハイマー病に

よる軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制のた

めの新薬レカネマブを承認した。中央社会保険医療

協議会は薬価算定に先立ち薬価算定方法等を検討

し、「認知症に対する治療薬は介護費用の軽減に資

する可能性があり市場規模が大きくなる可能性があ

ることから、既存のルールを基本としつつ、特例的

な対応を行うことが適切である」と報告している

（1）。この特例的な対応では介護費用の取扱につ

いて言及がなされており、分析ガイドラインに則っ

て費用対効果分析が行われること、介護費用を含め

た場合と含めない場合の総合評価案が策定されるこ

とが明記されている（1）。 

 認知症患者の介護費用はレセプト情報・特定健診

等情報データベース(NDB)や介護保険総合データベ

ース（介護 DB）を用いて推計を行う必要がある

が、これには課題が存在する。加藤の報告では

NDB、介護 DB双方に認知症の同定に関連するデータ

が存在するものの、①NDB の傷病名、医薬品の情報
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ではα エラー（拾いすぎ）、②介護 DBの要介護認

定情報ではβエラー（見逃し）が課題となる可能

性が指摘されている（2）。現在、NDB と介護 DBは

連結可能となっているが、それがこれらの課題に対

するブレークスルーとなるのかは不明である。実

際、加藤は「評価・分析を行う前に、どういった事

例を「認知症事例」として評価するのかについて、

かなり厳密に方針を立てて臨む必要がある」と述べ

ている（2）。 

 加えて、NDBと介護 DB連結精度について十分な

評価が行われていないという課題もある。現在 NDB

と介護 DBには ID4（2020年 10月から運用開始）と

ID5（2022年 4月から運用開始）という連結のため

の識別子が含まれている。前者はカナ氏名・生年月

日・性別由来のハッシュ値であり、後者は最古の個

人単位被保険者番号のハッシュ値となっている

（3）。これら連結のための識別子は運用が開始さ

れてから間もないため、連結精度に関する知見が十

分に構築されているとは言い難い。 

 国立長寿医療研究センターで利用可能な介護 DB

第三者提供データの受給者台帳情報内には ID4が付

与されている。ID4は介護 DBの中で提供先番号

（介護保険被保険者番号等由来の個人 ID）との紐

付けが可能である。なお、ID4が含まれるテーブル

は提供申出ごとに異なる。 

 本研究ではこの NDB と介護 DB を利用し、提供先

番号と ID4の突合の状況を評価し、今後の認知症患

者の介護費用推計のための基礎資料を作成すること

を目的とする。 

Ｂ．研究方法 

 本研究では NDBの REレコード、および介護 DBの

受給者台帳情報をデータ源として以下の二つの検証

を実施した。 

1. 介護 DBの受給者台帳情報に含まれる提供先番

号と ID4がどの程度突合するか検証する。

2. 受給者台帳情報に含まれる「提供先番号と突合

可能な ID4」が NDBの ID4 とどの程度連結する

かどうか、2021 年 3月の単月データおよび

2020年度の単年度のデータを用いて検証する。

なお、「提供先番号」は介護 DB 内の個人識別子で

あり、要介護認定情報や給付実績情報など、DB内

の各種情報間での突合に利用される。データの構造

については図 1を参照されたい。 

当該申出に関連するデータ分析は国立保健医療

科学院の研究倫理委員会にて承認を受けている

（№798）。 

Ｃ．研究結果 

検証の結果、介護 DB の受給者台帳情報に含まれ

る提供先番号 7,720,847件のうち約 77％が ID4と

突合可能であった。 

2021年 3月の単月のレコードにおいて、この

「提供先番号と突合可能な ID4」のうち NDB医科レ

セプトと連結するのが約 62％、DCPレセプトと連結

するのは約 3％、調剤レセプトと連結するは約 37％

であった（表 1）。

さらに 2020年度のレコードでは、NDB医科レセ

プトと連結するのは約 78％、DCPレセプトと連結す

るのは約 18％、調剤レセプトと連結するは約 57％

であった（表 2）。 

Ｄ．考察 

 今回の検証において、ID4を用いた NDBと介護 DB

の連結が一定程度は可能であることが示唆された。

NDBと介護 DBの連結データを用いることにより、

費用対効果評価における介護費用推計の妥当性が高

まる可能性がある。特に連結データは、介護 DB単

独では把握できない傷病名や診療行為、医薬品の情

報による疾患の特定に寄与することが期待できる。 

しかし、ID4はカナ氏名・生年月日・性別由来の

ハッシュ値であるため、潜在的に以下の問題を孕ん

でいる：①同姓同名同性別同生年月日による複数紐

付けの問題、②結婚・離婚などで姓が変わることで

の連結切れ、など（2）。さらに介護保険被保険者

が保険者をまたぐ転居した場合、提供先番号が変わ

るため、同一の ID4に複数の提供先番号が連結され

る可能性もある。こうした課題は今回の検証では取

り扱うことができなかったため、今後、提供先番号

と ID４の詳細な関係性（1 : n、n : 1、n : n）に

ついて評価を行う必要があると考える。

 さらに、対象者が医療保険と介護保険を移動する

際（またはその逆）の追跡可能性についても検証を

行う必要がある。一般的に高齢者は入院などを契機

に医療サービスと介護サービスの間を頻繁に移行

し、Patient Journey が複雑になる可能性ある。こ

うした場合にどの程度正確に追跡が可能なのか、ま

たその際の適切な日付データの選択方法など検証し

ていく必要があると考えられる。 

Ｅ．結論 

 本研究では NDBの REレコード、および介護 DBの

受給者台帳情報を用いて、提供先番号と ID4の突合

可能性の検証、及び ID4を用いた NDBと介護 DBの

連結可能性の検証を実施した。その結果、ID4を用

いた NDBと介護 DBの連結が一定程度は可能である

ことが示唆された。ただし NDBと介護 DBの連結に

ついては、さらに詳細な検証が必要である。 

Ｆ．健康危険情報 

特になし 

Ｇ．研究発表 

特になし 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得

特になし

2. 実用新案登録

特になし

3.その他

特になし
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図 1. データの構造 

表 1. 「提供先番号と突合可能な ID4」と NDBにおける ID4の連結の程度（単月） 

表 2. 「提供先番号と突合可能な ID4」と NDBにおける ID4の連結の程度（単年度） 
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